
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替えにするか大型リフォームにするか悩んでいる方    

全面リフォーム新築二世なら費用も工期も建て替えの約半分です。 

消費税 UP 前の今がチャンスです！！       
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（万円） 

建替えとリフォームどっちがおトク？ 

 
 

 

住まいプロ ホームウェル一幸建設 
豊橋市大山町字西大山 52 

０１２０－１５０－５６４ 
担当：石居 0８0-5127-2836 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

「リフォーム即席概算見積り」って…何？ 

 

これくらいのリフォームだったら、 

どれくらいの費用がかかるのかなぁ！？ 

なんだか時間やお金がかかりそうだわ… 

それなら面白そうだから、やってもらおうかな♪ 

 

簡易見積ソフトを使って 

その場でリフォームのお見積もりをします。 

 

間取りがわかる図面をお持ちください。 

お客様がお考えのリフォームで、おおよその金額をご提示します。 

お客様のご希望をお伺いしましたら５～10分程度で 

概算見積りが出来ます。お見積もりは無料です。 

はい。私、石居が担当いたします。 

ショールームへの来場お待ちしています！！ 

ご予約も承ります。石居携帯：080-5127-2836 

 

 

【LIXIL豊橋ショールーム案内図】 

消費税増税について 

※経過措置期限の 2013年９月 30日以降にご契約しても 2014年 3月 31

日までに工事引渡されれば旧税率のままです。 

耐震・大型リフォームの工期は１～３ヶ月くらい掛かります。2014 年３月末

までに工事を終えてお引き渡しを完了させるには今がラストチャンス！リフ

ォームをお考えの方はプランニングや資金面での早めの計画で、有利なリフォ

ームを実現させるのが賢い進め方と考えます。 
 
※経過措置とは 

契約から引き渡しまで一定の期間がかかる工事請負契約には消費税引き上げに伴って経過措置が

定められています。 

① 新税率施行日（2014 年 4月 1日）の半年前（2013 年 10 月 1 日）を「指定日」とする 

② 「指定日」の前日（2013年 9月 30 日）までに締結した工事請負契約であれば引渡しが新

税率施行日以降となっても旧税率が適用される 
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新税率施行日以降の引渡ですが

消費税率は５％

この場合は…

消費税率は８％

指定日以降の契約でも施行日前に引渡完了できれば

消費税率は５％

 

当社は、総合建材メーカーLIXILが展開する 

リフォームチェーン「住まいプロ ホームウェル」に加盟しています 


